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2.4.　生ごみ減量化のための広報・教育プログラムの企画
　発生量減量のためには生ごみになる食材料などの計画的購入とともに，一般廃棄物ではなく
生ごみに正確に分別・排出することも非常に重要である。生ごみのより細かい分別は減量のみ
ならず，資源化のためにも重要である。
　実際に，世帯別従量制モデル事業に参加している共同住宅住民に生ごみに該当するものとし
ないものとの区別について聞いた調査（注4）　 において，回答者の 70％程度が「玉ねぎやねぎの皮」
が生ごみに当たると答えている（図 10）。「茶類のかす」，「漢方薬のかす」についても 40％程
度が生ごみに当たると認識しているという結果が出た。実は，一般的な食材のねぎの皮は生ご
みに該当せず，こうした区分を正確に理解し分別させるという課題も明らかとなった。また，
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生ごみから「割り箸，ビニール袋など異物質を取ってから捨てる」という規則の遵守が 5点
満点の 4.58点で一番得点が高く，生ごみを出す時に「大きい食材は細かく刻んでから捨てる」
という規則は 3.88点で相対的に遵守度が低い（図 11）。
　従って減量のための基本である分別についても広報，教育などを通じて細かいところまで知
らせる必要がある。また，主婦が家庭における生ごみ分別で中心的な役割を果たしているため，
地域主婦活動団体，環境団体，教育庁などとの広報・教育プログラムの連携企画も重要である
（図 12）。
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3. おわりに

　生ごみは衣食住といった日常生活には必ず出てくるものであるので，市民の快適な生活のた
めには早めに収集し，衛生的に処理すべきである。生ごみ管理においてはなにより発生・排出
量が少なくなるように政策を立案・導入して効果的に管理するのが一番重要である。また，排
出された分については効率的な収集と安定的な処理とともに，堆肥・飼料・燃料生産といった
1つの新しい資源としての価値を生かすことも非常に必要である。
　特に，食文化と強く関連する生ごみの発生・排出量を減らすことは簡単なことではなく，持
続的に削減を続けることはさらに難しい課題でもある。このために韓国と自治体では法律・条
例制定，計画樹立などを通じた直埋立禁止，従量制，発生量変化の増減に対するインセンティ
ブ，住民の基本的認識と実践意識を変化させるための教育・広報などで減量に注力してきた。
　釜山広域市の場合でも，生ごみ発生・排出量減量のため不断に努力し，減量成果とともによ
い評判を得ている。しかし生ごみの減量はもう限界に至っているという意見の中で，減量を続
けるというのは簡単なことではなく，常に関連政策を立案して示範的に適用し，施行結果を通
じて拡大と全面施行の可否を決定しなければならない。全国で初めて施行した 200世帯以上の
共同住宅を対象とする世帯別従量制のみならず，最近は 200世帯未満についても有効な減量方
法の検討を始めている。
　このような自治体の生ごみ管理政策は市民の日常生活と深く関わっているため，生ごみ排出
減量のための新しい政策の導入には住民と専門家など地域社会構成員の関心と協力が不可欠で
ある。
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注

（注 1）図 2にある「納付済み証書」は紙材質のステッカーであるが，他にもプラスチック材質のチップ，シ－
ルなど区・郡別に採用される材質は異なる。

（注 2）RFIDは ICチップと無線を通じて食品・動物・品物など多様な個体の情報を管理可能な次世帯認識技術
である。

（注 3）RFID基盤従量制による減量効果は平均で 25％と調査・報告されている（環境部，報道資料，2012.7.10）。
（注 4）2011年 12月に 200世帯以上の共同住宅世帯別従量制モデル事業に参加している共同住宅 500世帯を対

象とした調査が行われた（釜山発展研究院，2012）。
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